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知
っ
て
い
ま
す
か

　

  

5
つ
の
「
虐
待
」

　

体
に
傷
や
痛
み
を
負
わ
せ
る
暴
行
を
し

　

た
り
、
身
動
き
が
と
れ
な
い
状
態
に
し

　

た
り
す
る
こ
と

　
　

た
た
く
、
け
る
、

　
　

殴
る
、
縛
り
つ
け

　
　

る
、
閉
じ
込
め
る
、
不

　
　

要
な
薬
を
飲
ま
せ
る
な
ど

身
体
的
虐
待

1　

無
理
や
り（
ま
た
は
同
意
と
見
せ
か
け
）

　

わ
い
せ
つ
な
こ
と
を
し
た
り
、
さ
せ
た

　

り
す
る
こ
と

性
的
虐
待

2

　

侮
辱
し
た
り
拒
絶
し
た
り
す
る
言
葉
や
態

　

度
で
、
精
神
的
な
苦
痛
を
与
え
る
こ
と

心
理
的
虐
待

3　

食
事
や
入
浴
、
洗
濯
、
排
泄
物
な
ど
の

　

世
話
や
介
助
を
ほ
と
ん
ど
せ
ず
、
心
身

　

を
衰
弱
さ
せ
る
こ
と

放
棄
・
放
任
（
ネ
グ
レ
ク
ト
）

4　

本
人
の
同
意
な
し
に
財
産
や
年
金
、
賃

　

金
な
ど
を
使
う
こ
と
。
ま
た
、
理
由
な

　

く
金
銭
を
与
え
な
い
こ
と

経
済
的
虐
待

5

　

裸
に
す
る
、
わ
い

　

せ
つ
な
話
を
す
る
、

　

わ
い
せ
つ
な
映
像

　

を
見
せ
る
な
ど

　
　

ど
な
る
、の
の
し
る
、

　
　

悪
口
を
言
う
、
わ
ざ

　
　

と
無
視
す
る
な
ど

　

勝
手
に
財
産
や
預
貯
金

　

を
使
う
、
日
常
生

　

活
に
必
要
な
お
金

　

を
与
え
な
い
な
ど

　

十
分
な
食
事
を

　

与
え
な
い
、
不

　

潔
な
環
境
で
生

　

活
さ
せ
る
な
ど

　

高
齢
者
と
障
害
者
へ
の
虐
待
は
、
具
体

的
に
5
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
い

く
つ
か
の
虐
待
が
重
な
っ
て
行
わ
れ
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

近
年
、
高
齢
者
や
障
害
者
へ
の
虐
待
は
増
加

し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為

が
「
虐
待
」
に
当
た
る
か
知
っ
て
い
ま
す
か
。

　

今
回
は
、
高
齢
者
と
障
害
者
の
虐
待
防
止
に

つ
い
て
考
え
ま
す
。

高
齢
者
と
障
害
者
を

　

虐
待
か
ら
守
る
た
め
に

例 例

例例例



　

く
れ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
虐
待
の
大
き
な
原
因
は
、
介

護
を
し
て
い
る
家
族
の
介
護
疲
れ
で

す
。「
言
う
こ
と
を
き
か
な
か
っ
た
の
で

殴
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
家
族
本
人

か
ら
の
相
談
も
あ
り
ま
し
た
。
虐
待
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
に
は
、
介
護
を
し
て

い
る
人
へ
の
支
援
も
大
切
で
す
。
介
護

に
不
安
や
疲
れ
を
感
じ
た
ら
、
早
目
に

近
く
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
負
担
を
減
ら

す
方
法
を
考
え
、
ケ
ア
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
家
庭
で
も
、
誰
か
一
人
で
は
な

く
、
家
族
全
員
で
介
護
し
て
い
く
体
制

を
整
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

介
護
に
不
安
を
感
じ
た
ら
相
談
を

　
「
高
齢
者
虐
待
防
止
法
」
が
で
き
、
市

民
の
皆
さ
ん
が
高
齢
者
虐
待
に
つ
い
て

知
る
機
会
が
多
く
な
っ
た
こ
と
で
、
通

報
の
数
が
ふ
え
ま
し
た
。
多
く
の
人
が

虐
待
の
早
期
発
見
に
協
力
的
に
な
っ
て

高
齢
者
へ
の
虐
待
を

　
　
　

な
く
す
た
め
に

介護保険課高齢者介護支援室
（高齢者地域包括支援センター）
室長　渡邊　富

ふ

美
み

子
こ

0 5 10 15 20 25 30 35 40

医療関係ほか

虐待をした人自身

民生児童委員

行政職員

家族・親族

虐待を受けた人

警察

近隣・知人

4
4
3

0
2
2
2
4
6

11
9
10

5
6

介護支援専門員 28
38

1
4

平成23年度 77件
平成22年度 56件

※相談・通報者が
　重複している場
　合があります。

（件）

富士市における高齢者虐待の相談・通報者の内訳
　　　　　　　　　　　（養護者による虐待のみ）
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高齢者と障害者を虐待から守るために

　 高齢者虐待の相談・通報は各地域包括支
　 援センターや支援窓口をご利用ください

　地域包括支援センター
　東部地域包括支援センター　　　☎ 39-1300
　吉原中部地域包括支援センター　☎ 39-2700
　北部地域包括支援センター　　　☎ 23-0303
　鷹岡地域包括支援センター　　　☎ 30-7062
　吉原西部地域包括支援センター　☎ 30-8324
　富士北部地域包括支援センター　☎ 66-0115
　西部地域包括支援センター　　　☎ 65-8839
　西部地域包括支援センター富士川支所　
             　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 81-4820
　
　高齢者地域支援窓口
　在宅介護支援センター岩本園　　☎ 61-2211
　在宅介護支援センターかじま　　☎ 65-1165
　在宅介護支援センターききょう　☎ 65-2000
　ヒューマンライフ富士在宅介護支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 36-2666
　みずほ在宅介護支援センター　   ☎ 54-5402
　鑑石園在宅介護支援センター　　☎ 52-0085
　オアシス在宅介護支援センター　☎ 38-2666

　

相
談
件
数
は
ふ
え
て
い
ま
す

　

高
齢
者
虐
待
防
止
法
に
よ
る
支
援

　

平
成
18
年
4
月
1
日
に
、
国
で
「
高

齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者

に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
高

齢
者
虐
待
防
止
法
）」
が
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
法
律
で
は
、
65
歳
以
上
の

高
齢
者
に
対
し
て
、
家
族
な
ど
の
養
護

者
の
ほ
か
、
養
介
護
施
設
従
事
者
に
よ

る
虐
待
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　　

　

市
は
、「
高
齢
者
虐
待
防
止
法
」
の

施
行
と
同
時
に
、
高
齢
者
介
護
支
援
室

（
高
齢
者
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

を
開
設
し
、
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
へ

の
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
富
士
市
高
齢
者
虐
待
対
応

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
作
成
や
、
市
民
向
け

の
「
高
齢
者
虐
待
防
止
講
演
会
」
の
開

催
な
ど
、
高
齢
者
虐
待
へ
の
理
解
を
深

め
、
支
援
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
虐
待
の
多
く
は
養
護
者（
家

族
な
ど
）
に
よ
る
虐
待
で
す
。
平
成
23

年
度
、
市
で
受
け
付
け
た
養
護
者
に
よ

る
高
齢
者
虐
待
の
相
談
・
通
報
件
数
は

77
件
に
上
り
、
そ
の
う
ち
41
件
が
虐
待

と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
近
隣
・
知
人
」
か
ら
の
通
報
件
数

は
少
な
く
、
地
域
住
民
か
ら
の
相
談
や

通
報
は
少
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
早
期
発
見
の
た
め
に
は
、
よ

り
多
く
の
地
域
の
皆
さ
ん
や
周
囲
の
人

の
気
づ
き
が
大
切
で
す
。


